
 

 

 令和７年 

 第１回市議会定例会 議案第３２号 

   函館市恩給条例等の廃止について 

 函館市恩給条例等を廃止する条例を次のように定める。 

  令和７年２月２６日提出 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

   函館市恩給条例等を廃止する条例 

 次に掲げる条例は，廃止する。 

 (1) 函館市恩給条例（昭和２８年函館市条例第２８号） 

 (2) 昭和２３年６月３０日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に

関する条例（昭和２８年函館市条例第６号） 

 (3) 昭和２３年６月３０日以前に給与事由の生じた恩給の年額の改定

に関する条例（昭和３１年函館市条例第３４号） 

 (4) 昭和３５年３月３１日以前及び同年４月１日以後に給与事由の生

じた恩給の年額の改定に関する条例（昭和４２年函館市条例第１４

号） 

 (5) 平成元年４月分から同年７月分までの扶助料に係る加算の年額等

の特例に関する条例（平成２年函館市条例第１号） 

 (6) 函館市職員退職給与条例（昭和２９年函館市条例第２２号） 

 (7) 函館市教職員恩給条例（昭和２８年函館市条例第４１号） 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 （提案理由） 

 恩給等の受給権者に対する支給が終了したため 


